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全国労働衛生週間の目的

１ 事業場における労働衛生
意識の高揚を図る。

２ 自主的な労働衛生管理
活動の一層の促進を図る。



令和３年度 スローガン
全体（主）スローガン

向き合おう！こころとからだの
健康管理

副スローガン
うつらぬうつさぬルールとともに
みんなで守る健康職場



実施者の実施事項
労働衛生水準のより一層の向上

及び労働衛生意識の高揚を図る

とともに、自主的な労働衛生管理
活動の定着を目指して、各事業場
においては、事業者及び労働者

が連携・協力しつつ、次の事項を
実施してください。



全国労働衛生週間及び
準備期間中に実施する事項

実施にあたっては、マスク着用、手指消毒、いわゆる
「三つの密」を避けるようにする等、新型コロナウイルス

感染症に対する基本的な感染防止対策を徹底する
ことはもとより、各自治体等の要請や業界団体が作成する

「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等に従ってください。



全国労働衛生週間中（１０月１日から１０
月７日）に実施する事項

ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡
視

イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰

エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事
故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施

オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作
文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識
高揚のための行事等の実施



準備期間（９月１日から９月３０日）
中に実施する事項（大項目）

ア 重点事項

イ 労働衛生３管理の推進等

ウ 作業の特性に応じた事項



ア 重点事項（中項目）
（ア）過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項

（イ）「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策
の推進に関する事項

（ウ）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進に関する事項

（エ）「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく労働災害の
予防的観点からの高年齢労働者に対する健康づくりの推進に関する事項

（オ）化学物質による健康障害防止対策に関する事項
（カ）石綿による健康障害防止対策に関する事項

（キ）「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫煙防止対
策に関する事項

（ク）「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づく治療と
仕事の両立支援対策の推進に関する事項

（ケ）「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛の予防対策の推進に関する
事項

（コ）「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の推進に
関する事項

（サ）「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく労働
者の作業環境、健康確保等の推進に関する事項



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（ア）過重労働による健康障害防止のための
総合対策に関する事項

a  時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び
労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の推進

b 事業者による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明

ｃ 労働安全衛生法に基づく労働時間の状況の把握や長時間
労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底

ｄ 健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する
医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後
措置の徹底

e 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域
窓口の活用
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＜労働時間の状況の把握＞
労働安全衛生法第66条の８の３
労働安全衛生規則第52条の７の３により規定。
（１）⻑時間労働などにより健康リスクが⾼い状況の労働者を⾒逃さないた

め、確実に医師による面接指導が実施されるために必要。
（２）タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の

使用時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録等の客観的な方
法その他適切な方法により労働時間の状況を把握することを事業者に義
務付け。

（３）管理監督者、裁量労働制の適用者等も対象。
（４）労働時間の状況の記録の作成、３年間の保存を事業者に義務付け。

平成２９年１⽉２０⽇厚生労働省策定「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」に留意し、適正な労働時間の把握を。

⻑時間労働者に対する⾯接指導等⻑時間労働者に対する⾯接指導等
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事業者が管理監督者や裁量労働制の適⽤者を含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握

事業者が産業医に時間外・休日労働時間80h/事業者が産業医に時間外・休日労働時間80h/
月超の労働者の情報を提供

産業医が情報を元に労働者に⾯接指導の申出を勧奨することができる

時間外・休日労働時間80h/月超の労働者が事業者に⾯接指導の申出時間外・休日労働時間80h/月超の労働者が事業者に⾯接指導の申出

事業者が産業医等による⾯接指導を実施事業者が産業医等による⾯接指導を実施

事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意⾒を聴く

事業者が産業医等の意⾒を踏まえて必要な措置を講じる事業者が産業医等の意⾒を踏まえて必要な措置を講じる

産業医が労働者の健康を確保するために必要があると認める場合は事業者に勧告

事業者が産業医の勧告内容等を衛生委員会等に報告

事業者が産業医に措置内容を情報提供事業者が産業医に措置内容を情報提供

※面接指導の対象となる時間外・休⽇労働時間の基準を100h/⽉超から80h/⽉超に拡大

拡充

拡充

拡充

新規

新規

産業医が勧告を⾏う場合は事業者からあらかじめ意⾒を求める産業医が勧告を⾏う場合は事業者からあらかじめ意⾒を求める新規

⻑時間労働者に対する⾯接指導等の流れ⻑時間労働者に対する⾯接指導等の流れ
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事業者は時間外・休日労働時間80h/月超の事業者は時間外・休日労働時間80h/月超の
労働者本人に労働時間の情報提供新規



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

(イ) 「労働者の心の健康の保持増進のための
指針」等に基づくメンタルヘルス対策の推進
に関する事項（１／２）
a 事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進

する旨の表明
b 衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の

健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
c ４つのメンタルヘルスケア（セルフケア、ラインによる

ケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業
場外資源によるケア）の推進に関する教育研修・情報
提供

d 労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談で
きる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けら
れる環境整備



労働安全衛生法改正 平成３１年４⽉１⽇
＜産業医の活動環境の整備＞
➢労働者が産業医等に直接健康相談ができる環境整備
（１） ①〜③の情報を労働者に周知することを事業者に義務付け

①事業場における産業医の業務の具体的内容

②産業医に対する健康相談の申出方法

③産業医による心身の状態に関する情報の取扱い方法

（※労働者50⼈未満の事業者は努⼒義務）

（２）産業医等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制の整備等を、事業者の努⼒義務として規定。

産業医・産業保健機能の強化産業医・産業保健機能の強化



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（イ） 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
等に基づくメンタルヘルス対策の推進に関する
事項（２／２）
e ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック

結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善
の取組

f 職場環境等の評価と改善等を通じたメンタル
ヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場
復帰における支援までの総合的な取組の実施

g 「自殺予防週間」（９月10日～９月16日）等を
とらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的
な取組の実施

h 産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス
対策に関する支援の活用



ストレスチェックの受検状況・
集団分析の実施状況（神奈川）

（ストレスチェック制度の実施義務のある事業場から提出された報告書を集計：令和２年）

在籍労働者の
うち、ストレス
チェックを受け
た労働者は、
７７．７７％

ストレスチェッ
クを実施した事
業場のうち、集
団分析を実施
した事業場は、

８５．７％
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仕事や職業生活に関する強い不安、
悩み、ストレスがある労働者の割合
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制度の概要（平成２７年１２⽉１⽇施⾏）

＊常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的
な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を実
施することが事業者の義務となりました（労働者数50⼈未満の
事業場は当分の間努⼒義務）。
＊検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本⼈に
通知され、本⼈の同意なく事業者に提供することは禁止されま
す。
＊検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった
場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務とな
ります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されま
す。
＊面接指導の結果に基づき、医師の意⾒を聴き、必要に応じ就
業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

ストレスチェック制度 ①



ストレスチェック制度 ②



産業保健総合支援センター活用



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（ウ） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた取組の推進に関する事項
a 職場における感染防止対策の基本で
ある「取組の５つのポイント」に基づく、
事業場内の感染防止対策実施状況の
確認と徹底

b 「職場における新型コロナウイルス感染
症の拡大を防止するためのチェックリスト」
を活用した、職場の実態に即した実行可能
な感染拡大防止対策の検討及び対策の
実施



新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組
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①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（エ） 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン」に基づく労働災害の予防的観点からの高年齢
労働者に対する健康づくりの推進に関する事項

a 事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策に積極的
に取り組む旨の表明

b 高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害の発生
を考慮したリスクアセスメントの実施

c 高年齢労働者が安全に働き続けることができるよう、事業場
の実情に応じ、施設、設備、装置等の改善及び体力の低下等
の高年齢労働者の特定を考慮した、作業内容等の見直し

ｄ 労働安全衛生法に基づく雇入時及び定期の健康診断の
確実な実施と労働者の気付きを促すための体力チェックの活用

e  高年齢労働者の身体機能の維持向上のための取組の実施



高年齢労働者に配慮した職場改善

厚生労働省 令和２年３月１６日「高年齢労働者の安全と
健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイド
ライン）

⇒事業者と労働者に求められる具体的取り組みを示した
ガイドラインを公表。

中央労働災害防止協会「エイジアクション１００」

高年齢労働者の安全と健康確保のための１００の取組（エ
イジアクション）を盛り込んだチェックリストを活用し、職場
改善に向けての取組を進める「職場改善ツール」

「エイジアクション１００」特設サイト

アドレス:http://ｗｗｗ.jisha.or.jp/research/ageaction100/index.html





①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（オ） 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項（１／２）

a 中小規模事業場を中心とした特定化学物質障害予防
規則、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則の遵守の
徹底（非製造業業種を含む）、金属アーク溶接等作業に
おける健康障害防止対策の推進

b 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷
する際及びユーザーが購入した際のラベル表示・安全
データシート（SDS）交付の状況の確認

ｃ SDSにより把握した危険有害性に基づくリスクアセス
メントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や
適切な保護具の使用等のリスク低減対策の推進

ｄ ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果に
ついて労働者に対する教育の推進



金属アーク溶接等作業 法令改正





平成２８年６⽉１⽇から、一定の化学物質について、リスク
アセスメントの実施が義務付けられ、また、ラベル表示をしな
ければならない対象物が拡大されました。
今回の改正は、⼈に対する一定の危険有害性が明らかに

なっている化学物質について、起こりうる労働災害を未然に防
ぐため、事業者及び労働者が危険有害性を認識し、事業者がリ
スクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みを創設するも
のであり、労働安全衛生法施⾏令別表第９及び別表第３第１号
に掲げる６７４の化学物質及びその製剤について、
① 譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示
② 安全データシート(SDS)の交付
③ 化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメント
の３つの対策を講じることが柱です。

化学物質のリスクアセスメントの義務化及びラベル表示対象の拡大



化学物質のリスクアセスメントの流れ



リスクアセスメント実施支援システム



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（オ） 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項（２／２）

e 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用い
ないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該
化学物質が安全又は無害であることを意味するものでは
ないことを踏まえた取扱い物質の選定、ばく露低減措置
及び労働者に対する教育の推進

f 皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や化学物質の皮膚
からの吸収等を防ぐための適切な保護具や汚染時の
洗浄を含む化学物質の取扱い上の注意事項の確認

ｇ 特殊健康診断等による健康管理の徹底
ｆ 塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底
⇒剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害

防止について（令和２年８月１７日基安化発０８１７第１号）



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（カ）石綿による健康障害防止対策に関する
事項 （１／３）
a 建築物の解体・改修工事における石綿ばく露防止対策
の徹底及びこれらの対策の実施に対する発注者による
配慮の推進
(a) 必要な知識を有する者による事前調査の実施、

事前調査結果の掲示及び備え付けの徹底
(ｂ) 労働基準監督署に対する届出の徹底
(Ｃ) 隔離・湿潤化の徹底
（ｄ） 呼吸用保護具等の使用の徹底及び適正な使用の推進
（e） 作業後等の労働者の洗身や工具等の付着物の除去の

徹底
（ｆ） 石綿作業主任者の選任及び職務遂行の徹底
（ｇ） 健康診断の実施の徹底及び離職後の健康管理の推進
（ｈ） 作業実施状況の写真等による記録の徹底



石綿障害予防規則改正（令和２年１０月施行）





①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（カ）石綿による健康障害防止対策に関する
事項 （２／３）

ｂ 吹付け石綿等が損傷、劣化し、労働者が石綿等にばく露する
おそれがある建築物等における吹付け石綿、石綿含有保温材等
の除去、封じ込め等の徹底（貸与建築物等の場合において貸与者
等に措置の実施を確認し、又は求めることを含む。）
(a) 労働者が就業する建築物における石綿含有建材の使用状況

の把握
(ｂ) 封じ込め、囲い込みがなされていない吹付け材、保温材等の

石綿使用の有無の調査
（ｃ） 建材の損傷劣化状況に関する必要な頻度の点検の実施
(ｄ) 建材の劣化状況等を踏まえた必要な除去等の実施
（e） 設備の点検、補修等の作業を外注する場合における、吹付け

石綿や石綿含有保温材等の有無及びその損傷・劣化等の状況
に関する当該設備業者等への情報提供の実施



及び労働者が
石綿等にばく露するおそれがある建築物
等における業務

（平成２６年３月３１日公示第２１号）

建築物等の解体等の作業

での労働者の石綿ばく露
防止に関する技術上の指針

令和２年９月８日改正
１ 趣旨
２ 建築物等の解体等の作業における

留意事項及び推奨される事項
３ 労働者が石綿等にばく露するおそれ

がある建築物等における業務における
留意事項



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（エ）石綿による健康障害防止対策に関する
事項 （３／３）

ｃ 石綿にばく露するおそれがある建築物等において労働者を設備
の点検、補修等の作業等に臨時で就業させる場合の労働者の
石綿ばく露防止

（a） 労働者を臨時に就業させる建築物等における吹付け石綿や
石綿含有保温材等の有無及びその損傷・劣化等の状況に関する
当該業務の発注者からの情報収集の実施

（ｂ） 労働者が石綿にばく露するおそれがある場合（不明な場合を
含む。）における労働者の呼吸用保護具等の使用の徹底

ｄ 禁止前から使用している石綿含有部品を交換・廃棄等を行う
作業における労働者の石綿ばく露防止対策の徹底
（a） 工業製品等における石綿含有製品等の把握
（ｂ） 石綿含有部品を交換・廃棄等を行う作業における呼吸用

保護具等の使用等



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（キ）「職場における受動喫煙防止のため
のガイドライン」に基づく受動喫煙防止
対策に関する事項

a 各事業場における現状把握と、それを踏まえ決定する

実情に応じた適切な受動喫煙防止対策の実施
b 受動喫煙の健康への影響に関する理解を図るための

教育啓発の実施
c 支援制度（専門家による技術的な相談支援、喫煙室

の設置等に係る費用の助成）の活用
⇒健康増進法改正で義務付けられる受動喫煙防止措置
及び労働安全衛生法第６８条の２により実施すべき事項を
一体的に示すことを目的とし、「職場における受動喫煙
防止のためのガイドライン」を令和元年７月１日付け改正。



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（ク）「事業場における治療と仕事の両立支援
のためのガイドライン」に基づく治療と仕事
の両立支援対策の推進に関する事項

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイド
ライン」（平成２８年２月２３日厚生労働省発表、令和３年
３月改訂）に基づき、以下の事業場の環境整備を進める。

a 事業者による基本方針等の表明と労働者への周知
b 研修等による両立支援に関する意識啓発
c 相談窓口等の明確化
d 両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制

の整備
e 治療と仕事の両立を支援するための制度導入等に

係る助成金、産業保健総合支援センターによる支援
の活用



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（ケ）「職場における腰痛予防対策指針」に
基づく腰痛の予防対策の推進に関する事項
a リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施
ｂ 作業標準の策定及び腰痛予防に関する

労働衛生教育（雇入れ時教育を含む。）の
実施

ｃ 社会福祉施設及び医療保健業向けの腰痛
予防講習会等を活用した介護・看護作業に
おける腰部に負担の少ない介助法の実施

ｄ 陸上貨物運送事業における自動化や省力化

による人力への負担の軽減



業務上疾病発生件数の推移（全国）
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令和２年 疾病分類別
業務上疾病発生状況（全国）

病原体による
疾病 6,291

物理的因子に
よる疾病

1,214

作業態様に起因する
疾病 462

じん肺及びじん肺合併
症127

脳・心臓疾患 37

化学物質による疾病
241

その他業務によること
の明らかな疾病

58

精神障害 62

「負傷に起因する
疾病」が6,533人、
４３．４％。
うち５，５８２人
が「災害性腰痛」。

「病原体による疾病」
４１．８％。うち6,041
人が「新型コロナウイ
ルスり患によるもの」。



腰痛予防対策指針 予防ポイント





①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（コ）「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
に基づく熱中症予防対策の推進に関する事項

a WBGT値の実測と、測定値に基づく熱中症
リスクの評価、作業時間の短縮や、暑熱順化
不足者の把握を含めた作業前ミィーティングで
の注意喚起など、評価を踏まえた適切な熱中症
予防対策の実施

ｂ 自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の
摂取

ｃ 緊急措置の事前の確認と実施
ｄ 健康診断結果を踏まえた日常の健康管理や

健康状態の確認
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STOP!熱中症クールワークキャンペーン

・期 間 ５月から９月
・昨年度に続き５回目の取組み
・内容
熱中症死亡災害の公表
WEBセミナーの開催
教育ツールの提供

・令和３年４月２０日「職場に
おける熱中症予防基本対策
要綱」策定

※インターネット検索により活用をお願いします。



「職場における熱中症予防対策」のポイント
① ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握により、職場の暑熱の状況を把握し、

必要な作業環境管理、作業管理、健康管理等を行う
② 暑さ指数を下げるための設備の設置、休憩場所の整備、送風機能の

ある作業服着用等の対策を講じる
③ 計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）を設

定し、十分な休憩を取り徐々に身体を慣らす
④ 熱中症予防管理者の選任により事業場としての管理体制を整備し、

熱中症予防対策について教育を実施する
⑤ 自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の摂取について指導・確

認し、定期的かつ積極的に摂取させる
⑥ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病、高血圧、心

疾患等）を踏まえた健康管理を行う
⑦ 熱中症が発症（疑いを含む）した場合の救急措置について周知し、

異常を認めた場合、直ちに救急車を要請する



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（サ）「テレワークの適切な導入及び実施の推進の
ためのガイドライン」に基づく労働者の作業環境、
健康確保等の推進に関する事項
⇒令和３年３月２５日、「情報通信技術を利用した

事業場外勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン」を改正。

a 「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保
するためのチェックリスト【労働者用】」を活用
した作業環境の確保及び改善

ｂ 「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保
するためのチェックリスト【事業者用】」を活用
した労働者の心身の健康確保



チェックリスト【事業者用】ご活用下さい



イ 労働衛生３管理の推進等（中項目）
（１／２）

（ア）労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメント
を含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立
をはじめとした労働衛生管理活動の活性化に
関する事項

（イ）作業環境管理の推進に関する事項
（ウ）作業管理の推進に関する事項
（エ）「職場の健康診断実施強化月間」（9月1日～

9月30日）を契機とした健康管理の推進に関する
事項

（オ）労働衛生教育の推進に関する事項



②労働衛生３管理の推進等（中項目）
（１／２）

ア 労働衛生管理体制の確立とリスク
アセスメントを含む労働安全衛生マネ
ジメントシステムの確立をはじめと
した労働衛生管理活動の活性化

イ 作業環境管理の推進
ウ 作業管理の推進
エ 健康管理の推進
オ 労働衛生教育の推進

（ア）労働衛生管理体制の確立とリスクアセス
メントを含む労働安全衛生マネジメントシス
テムの確立をはじめとした労働衛生管理活動
の活性化に関する事項

a 労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその
実施、評価、改善

b 総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生
推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその
職務の明確化及び連携の強化

c 衛生委員会の開催と必要な事項の調査審議
d 危険性又は有害性等の調査及びその結果に

基づく必要な措置の推進
e 現場管理者の職務権限の確立
f 労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実



②労働衛生３管理の推進等（中項目）
（１／２）

ア 労働衛生管理体制の確立とリスク
アセスメントを含む労働安全衛生マネ
ジメントシステムの確立をはじめと
した労働衛生管理活動の活性化

イ 作業環境管理の推進
ウ 作業管理の推進
エ 健康管理の推進
オ 労働衛生教育の推進

(イ) 作業環境管理の推進に
関する事項

a 有害物等を取り扱う事業場における
作業環境測定の実施とその結果の周知
及びその結果に基づく作業環境の改善

b 局所排気装置等の適正な設置、稼働、
検査及び点検の実施の徹底

c 事務所や作業場における清潔保持
ｄ 換気、採光、照度、便所等の状態の
点検及び改善



②労働衛生３管理の推進等（中項目）
（１／２）

ア 労働衛生管理体制の確立とリスク
アセスメントを含む労働安全衛生マネ
ジメントシステムの確立をはじめと
した労働衛生管理活動の活性化

イ 作業環境管理の推進
ウ 作業管理の推進
エ 健康管理の推進
オ 労働衛生教育の推進

（ウ）作業管理の推進に関する
事項

a    自動化、省力化等による作業
負担の軽減の推進

b    作業管理のための各種作業
指針の周知徹底

c    適切､有効な保護具等の選択、
使用及び保守管理の徹底



化学防護手袋の選択、使用等について
（平成２９年１月１２日付け基発０１１２第６号）

防じんマスクの選択、使用等について
（平成１７年２月７日付け 基発第０２０７００６号）

防毒マスクの選択、使用等について
（平成１７年２月７日付け 基発第０２０７００７号）



②労働衛生３管理の推進等（中項目）
（１／２）

ア 労働衛生管理体制の確立とリスク
アセスメントを含む労働安全衛生マネ
ジメントシステムの確立をはじめと
した労働衛生管理活動の活性化

イ 作業環境管理の推進
ウ 作業管理の推進
エ 健康管理の推進
オ 労働衛生教育の推進

(エ) 「職場の健康診断実施強化月間」（9月1日
～9月30日）を契機とした健康管理の推進に
関する事項

a    健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容
に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見
聴取及び事後措置の徹底

b    一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する
医師又は保健師による保健指導の実施

c    高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療
保険者が行う特定健診・保健指導との連携

d    小規模事業場における産業保健総合支援センター
の地域窓口の活用



定期健康診断における
有所見率の推移（全国）
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健康診断 自主点検をお願いします



②労働衛生３管理の推進等（中項目）
（１／２）

ア 労働衛生管理体制の確立とリスク
アセスメントを含む労働安全衛生マネ
ジメントシステムの確立をはじめと
した労働衛生管理活動の活性化

イ 作業環境管理の推進
ウ 作業管理の推進
エ 健康管理の推進
オ 労働衛生教育の推進

（オ）労働衛生教育の推進に関する
事項

a 雇入れ時教育、危険有害業務
従事者に対する特別教育等の
徹底

b 衛生管理者、作業主任者等
労働衛生管理体制の中核となる
者に対する能力向上教育の実施



安全衛生教育 推進要綱等

及び研修

（改正 平成３１年３月２８日 基発０３２８第２８号）

安全衛生教育
の推進について

（平成３年１月２１日付け 基発第３９号）

安全衛生教育及び研修（教育等）

安全衛生教育



安全衛生教育 推進要綱等

及び研修

（改正 平成２８年１０月１２日 基発１０１２第１号）

安全衛生教育
の推進について

（平成３年１月２１日付け 基発第３９号）

安全衛生教育及び研修（教育等）

安全衛生教育

安全衛生教育等推進要綱
法定及び法定外の各種の安全衛生教育及び研修

が、相関連して総合的な観点から実施されることが
効果的であり、安全衛生教育及び研修の全般に
ついて体系化を図る。

① 趣旨・目的
② 教育等の対象者
③ 教育等の種類、実施時期及び内容
④ 教育等の実施体制
⑤ 教育等の推進に当たって留意すべき事項
安全衛生教育等の対象者・種類・実施時期及び

内容について別表により整理。



イ 労働衛生３管理の推進等（中項目）（２／２）
（カ）「事業場における労働者の健康保持増進の

指針」等に基づく心とからだの健康づくりの継続的
かつ計画的な実施に関する事項

（キ）快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成
の推進に関する事項

（ク）「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に
基づく副業・兼業を行う労働者の健康確保対策の
推進に関する事項

（ケ）職場における感染症（新型コロナウイルス感染
症、ウイルス性肝炎、HIV、風しん等）に関する予防
接種への配慮を含めた理解と取組の促進に関する
事項



ウ 作業の特性に応じた事項（中項目）
（ア） 粉じん障害防止対策の徹底に関する事項
（イ） 電離放射線障害防止対策の徹底に関する事項
（ウ） 「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく

騒音障害防止対策の徹底に関する事項
（エ） 「振動障害総合対策要綱」に基づく振動障害

防止対策の徹底に関する事項
（オ） 「情報機器作業における労働衛生管理のため

のガイドライン」に基づく情報機器作業における
労働衛生管理対策の推進に関する事項

（カ） 酸素欠乏症等の防止対策の推進に関する事項
（キ） 建設業、食料品製造業等における一酸化炭素

中毒防止のための換気等に関する事項



③作業の特性に応じた事項（中項目）
ア 粉じん障害防止対策の徹底
イ 電離放射線障害防止対策の徹底
ウ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく

騒音障害防止対策の徹底
エ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害

防止対策の徹底
オ ＶＤＴ作業における労働衛生管理のための

ガイドラインによるＶＤＴ作業における労働
衛生管理対策の推進

カ 石綿障害予防対策の徹底
キ 酸素欠乏症等の防止対策の推進

（ア） 粉じん障害防止対策の徹底に関する
事項

a 「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」（９月１日～
９月３０日）を契機とした「第9次粉じん障害防止総合
対策」に基づく取組の推進

（a） 屋外における岩石・鉱物の研磨作業若しくは
ばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業
に係る粉じん障害防止対策

（b） ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
（ｃ） 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
（ｄ） じん肺健康診断の着実な実施
（e） 離職後の健康管理の推進

ｂ 改正粉じん障害防止規則に基づく取組の推進



第９次粉じん障害防止総合対策



（イ）電離放射線障害防止対策の徹底に関する事項



③作業の特性に応じた事項（中項目）
ア 粉じん障害防止対策の徹底
イ 電離放射線障害防止対策の徹底
ウ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく

騒音障害防止対策の徹底
エ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害

防止対策の徹底
オ ＶＤＴ作業における労働衛生管理のための

ガイドラインによるＶＤＴ作業における労働
衛生管理対策の推進

カ 石綿障害予防対策の徹底
キ 酸素欠乏症等の防止対策の推進

（ウ）「騒音障害防止のためのガイドライン」に
基づく騒音障害防止対策の徹底に関する
事項
⇒平成４年１０月１日付け基発第５４６号
「騒音障害防止のためのガイドライン」
労働安全衛生規則第５８８条に定める８屋内
作業場（騒音の測定が義務付けられている
作業場）及び騒音レベルが高いとされる５２
作業場を対象に、作業環境管理、作業管理、
健康管理及び労働衛生教育等の騒音障害
防止のための具体的対策を示しています。



③作業の特性に応じた事項（中項目）
ア 粉じん障害防止対策の徹底
イ 電離放射線障害防止対策の徹底
ウ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく

騒音障害防止対策の徹底
エ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害

防止対策の徹底
オ ＶＤＴ作業における労働衛生管理のための

ガイドラインによるＶＤＴ作業における労働
衛生管理対策の推進

カ 石綿障害予防対策の徹底
キ 酸素欠乏症等の防止対策の推進

（エ）「振動障害総合対策要綱」に基づく振動
障害防止対策の徹底に関する事項
⇒平成２１年７月１０日 基発０７１０第５号
「振動障害総合対策要綱」 チェーンソー、
さく岩機、建設業及び製造業等の振動工具
を取り扱う業務の振動障害防止対策を示す。
【関係指針】

平成２１年７月１０日 基発０７１０第１号
「チェーンソー取扱作業指針について」
平成２１年７月１０日 基発０７１０第２号
「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業
務に係る振動障害予防対策指針について」



③作業の特性に応じた事項（中項目）
ア 粉じん障害防止対策の徹底
イ 電離放射線障害防止対策の徹底
ウ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく

騒音障害防止対策の徹底
エ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害

防止対策の徹底
オ ＶＤＴ作業における労働衛生管理のための

ガイドラインによるＶＤＴ作業における労働
衛生管理対策の推進

カ 石綿障害予防対策の徹底
キ 酸素欠乏症等の防止対策の推進

（オ）「情報機器作業における労働衛生管理のための
ガイドライン」に基づく情報機器作業における労働
衛生管理対策の推進に関する事項

平成14 年４月５日付け基発第0405001 号「VDT 作業における
労働衛生管理のためのガイドラインについて」が発出されて以降、
ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場におけるIT化
は進行し、情報機器作業を行う労働者の範囲はより広くなり、作業
形態はより多様化しています。

このような状況を踏まえ、情報機器を使用する作業のための基本的
な考え方は維持しつつ、多様な作業形態に対応するため、事業場が
個々の作業形態に応じて判断できるよう健康管理を行う作業区分を
見直し、新たに
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
（令和元年７月１２日 基発０７１２第３号）が策定されました。



③作業の特性に応じた事項（中項目）
ア 粉じん障害防止対策の徹底
イ 電離放射線障害防止対策の徹底
ウ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく

騒音障害防止対策の徹底
エ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害

防止対策の徹底
オ ＶＤＴ作業における労働衛生管理のための

ガイドラインによるＶＤＴ作業における労働
衛生管理対策の推進

カ 石綿障害予防対策の徹底
キ 酸素欠乏症等の防止対策の推進

（カ）酸素欠乏症等の防止対策
の推進に関する事項

a 酸素欠乏危険場所における
作業前の酸素及び硫化水素
濃度の測定の徹底

ｂ 換気の実施、空気呼吸器等
の使用等の徹底



①重点事項（中項目）

ア 治療と仕事の両立支援対策の推進に
関する事項

イ 化学物質による健康障害防止対策に
関する事項

ウ 労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対策の
推進

エ 過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

オ その他の重点事項

（キ） 建設業、食料品製造業等における一酸化炭素
中毒防止のための換気等に関する事項

基本通達
一酸化炭素による労働災害の防止について
（平成２３年７月２２日基安化発０７２２第２号）

建設業における一酸化炭素中毒予防のための
ガイドライン（平成１０年６月１日基発第３２９号の１）
⇒作業責任者の選任、作業手順書作成、元方
事業者による管理、作業開始前・作業中・終了後
の管理、異常時の措置、呼吸用保護具使用、健康
管理等の予防対策を示す。



厚生労働省 職場のあんぜんサイト
 労働災害統計、労働災害事例、労働災害防止対策、教材・資

料、化学物質管理等の労働安全衛生に関する各種情報を、厚
生労働省「職場のあんぜんサイト」において掲載しています。
職場のあんぜんサイト http://anzeninfo.mhlw.go.jp/

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/


令和３年度
全国労働衛生週間
県央地区推進大会

ご清聴ありがとうございました


